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ライオンズクラブ国際協会
複合地区第 回年次⼤会 関連会議⽇程表

第⼀分科会

第⼆分科会

第三分科会
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大会議長
大会副議長 大会副議長
大会幹事 大会会計

大会会計監査

委員会

C 三口 　巖
A 山﨑 勝彦

6/1　16:30~17:30
議事運営委員会

B地区ガバナー(大会副議長) B C地区ガバナー(大会幹事) C 三口 　巖 MD事務局運営委員長

司会
キャビネット幹事

司会
キャビネット幹事

司会
キャビネット幹事

6/2　9:45~9:55
決議委員会

D地区ガバナー(大会副議長) D 山崎 もとみ A地区ガバナー(大会会計) A 山﨑 勝彦 大会議長

酒井 陽典西尾 愼一
高橋 信也
織田 秀樹
廿日出 一晴
眞治 憲之
中川 和昌

向　 和人
榎本 　明

池原 　堅
難波 　進
岡田 和好
高田 信吾
長尾 和彦 横路 　望　

藤岡 志津恵
大辺 幸枝

坂東 伸政
九十九 誠

徳本 秀樹
堀江　 成
小銭 和明

松岡 　諒 林　 昴史
小沢 恭介
坂根 良一
池田 康利
高島 俊司

澤田 和寿

馬場 信一

A 斎藤 明子

A~D準地区委員長

井上 哲孝

田部 眞一郎
白坂 吉友

原田 瑞樹

松本 善文アラート委員会委員長

D

A~D準地区委員長･コーディネーター

清水 敏昭
斉藤 由香

西本 義弘
日下 眞二

336複合地区委員会副委員長

宮本 浩二

6/2　9:00~9:45
国際理事候補者
資格審査委員会

6/2　9:00~9:45
第二分科会
GMT(GMA)

GLT
GST

SCP･FWT
長期計画

会計

今井 久師

武部　 昭　

藤本 節男

大会顧問
元国際理事

渡部 雅文
谷野 　徹
名越 　務

松岡 寿一郎

委員

澤　辰水
6/2　8:00~8:50
資格証明委員会

副委員長

D
C地区ガバナー(大会幹事)
A地区ガバナー(大会会計)

キャビネット会計

A
B
C
D

336複合地区
ガバナー協議会議長

藤井 信英

大野 富彦
佐々木 孝之
二神 好章
楫   　伸

ライオンズクラブ国際協会 336複合地区 第70回年次大会 議事運営構成表

渡部 雅文
谷野 　徹
名越 　勉

澤 　辰水

大会顧問 元国際理事

国際理事候補者資格審査委員

委員長

D地区ガバナー(大会副議長) 山崎 もとみD

山崎 もとみ
山﨑 勝彦

澤 　辰水
藤井 信英
三口 　巖

　 松本 正福　　弓場  秀俊

畑中 隆之

鈴木 啓介

GMTコーディネーター

鈴木 健吾

小笠原 博
井出 幸彦

高尾 佳孝

委員長
会則および付則･運営マニュアル編集委員会

神原 高宏
吉村 政男

松岡 哲也

6/2　9:00~9:45
第一分科会

LCIF
IT
M

ライオンズ情報
アラート

B

A~D準地区委員長･コーディネーター
6/2　9:00~9:45

第三分科会
国際大会

YCE
国際関係･レオ
平和ポスター

青少年
LQ

薬物乱用防止
環境保全
保健福祉

献血･献眼･視聴覚
会則

C

中島 　繁GSTコーディネーター

松本 正福監査委員

山﨑 勝彦GLT世話人･A地区ガバナー(大会会計)

出射 隆文アラート委員会副委員長(運営)

神田 義満長期計画副委員長

鵜飼 惠美SCP･FWTコーディネーター

泉　清博IT･M･ライオンズ情報委員長

高岡 英治LCIFコーディネーター

上原 正樹長期計画副委員長
石井 淑雄長期計画副委員長

岡村 聖爾会則および付則･運営マニュアル編集世話人

酒井 公一長期計画委員長

春木 扶佐子青少年･ライオンズクエスト･薬物乱用防止委員長

田中 秀幸環境保全･保健福祉･献血･献眼･視聴覚委員長

沖 　一雄青少年･ライオンズクエスト･薬物乱用防止副委員長
蔵本 守雄YCE･国際関係･レオ･平和ポスター委員長
大和 博見YCE･国際関係･レオ･平和ポスター副委員長

鳴戸 大二長期計画副委員長

藤井 信英日本ライオンズアラート西日本統括リーダー
LCIF副コーディネーター

真鍋 　隆GMA世話人

廣畑 雅弘IT･M･ライオンズ情報副委員長

弓場 秀俊GST世話人･監査委員

橋本 充好LCIF副エリアリーダー

植田 節雄アラート委員会副委員長(実働)
上田 隆政ライオン誌日本語版委員

三島 英揮YCE･国際関係･レオ･平和ポスター世話人
徳永 　修日本ライオンズ国際大会委員

占部 智之GST副コーディネーター

三口 　巖環境保全･保健福祉･献血･献眼･視聴覚世話人
青少年･ライオンズクエスト･薬物乱用防止世話人

保久 早苗環境保全･保健福祉･献血･献眼･視聴覚副委員長
一宮 昭夫会則および付則･運営マニュアル編集副委員長

司会
キャビネット幹事

日本ライオンズアラート委員会MD336班長
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複合地区第 回年次大会提出議案

■審議事項

第 号議案
複合地区 ～ 年度複合地区会費について 議長提案

第 号議案
二人目以降の家族会員の複合地区費・複合地区大会費について 議長提案

第 号議案
学生会員とレオライオンの複合地区費・複合地区大会費について 議長提案

第 号議案
公益財団法人日本ライオンズ設立について 議長提案

第 号議案
複合地区会計報告について 議長提案

第 号議案
第 回複合地区年次大会の開催およびホストクラブについて 議長提案

22



【⼀般社団法⼈⽇本ライオンズからの上程議案】

第 号議案
ライオンズ必携第 版 複合地区会則改正の件（訂正を含む）
提案者：⼀般社団法⼈⽇本ライオンズ 年度会則委員⻑ 松本 宰史
説明者： 複合地区会則委員会委員⻑ 松岡 諒

第 号議案
ライオンズ必携第 版 国際理事候補者資格審査委員会規則改正の件
提案者：⼀般社団法⼈⽇本ライオンズ 年度会則委員⻑ 松本 宰史
説明者： 複合地区会則委員会委員⻑ 松岡 諒

第 号議案
第 回 フォーラム（札幌）協⼒⾦の件
提案者： 複合地区ガバナー協議会議⻑ 松浦 淳⼀

第 回 フォーラム委員⻑予定者 鶴嶋 浩⼆
説明者：⼀般社団法⼈⽇本ライオンズ副理事⻑ 池原 堅

第 号議案
⼀般社団法⼈⽇本ライオンズ賛助会費の件
提案者：⼀般社団法⼈⽇本ライオンズ理事⻑ ⽥名部 智之
説明者：⼀般社団法⼈⽇本ライオンズ副理事⻑ 池原 堅

■報告事項
報告事項
⼀般社団法⼈⽇本ライオンズ会計報告について
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会 計 報 告 書
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１．共通会計

科 ⽬ ⾦ 額 科 ⽬ ⾦ 額

資産の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計 摘 要

負債の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計 摘 要

財産⽬録

貸借対照表

資産の部 負債・正味財産の部
摘 要

22



２．複合地区運営費会計

科 ⽬ ⾦ 額 科 ⽬ ⾦ 額

資産の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計 摘 要

負債の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計 摘 要

財産⽬録

貸借対照表

資産の部 負債・正味財産の部
摘 要

23



科 ⽬ 予算額 決算額 実⾏率 差 引

科 ⽬ 予算額 決算額 実⾏率 差 引
⽀ 出 の 部

収 ⼊ の 部

収⽀計算書 

24



３．複合地区⼤会費会計

科 ⽬ ⾦ 額 科 ⽬ ⾦ 額

資産の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計

負債の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計

科 ⽬ 予算額 決算額 実⾏率 差 引 摘 要

科 ⽬ 予算額 決算額 実⾏率 差 引 摘 要

資産の部 負債・正味財産の部
摘 要

摘 要

摘 要

⽀ 出 の 部

収⽀計算書 

収 ⼊ の 部

25



収⽀計算書
※ 第70回⼤会下関ホスト事務局管理⼝座（⻄京銀⾏ 下関⽀店 №2084388）
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４．複合地区緊急援助資⾦（特別会計）

科 ⽬ ⾦ 額 科 ⽬ ⾦ 額

資産の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計

負債の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計

科 ⽬ 予算額 決算額 実⾏率 差 引 摘 要

科 ⽬ 予算額 決算額 実⾏率 差 引 摘 要

収 ⼊ の 部

⽀ 出 の 部

摘 要

摘 要

摘 要

収⽀計算書

貸借対照表

資産の部 負債・正味財産の部

財産⽬録
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複
合
地
区
内
の
す
べ
て
の
地
区
ガ
バ
ナ
ー
か
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成
る
ガ
バ

ナ
ー
協
議
会
を
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け
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も
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し
、
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の
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に
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。
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役
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る
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と
は
で

き
な
い
。

国
際
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候
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格
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査
委

員
会
規
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う
。
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た
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り
構
成
さ
れ
る
リ
ジ
ョ
ン
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と
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来
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 4
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の
ク
ラ
ブ
か
ら
成
る
が
、
ゾ
ー
ン
は
新
た
に
結
成
さ
れ
た
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ブ
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数
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。
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) 

地
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ャ
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正
）
第
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 条
 構
成
 メ
ン
バ
ー
(P
14
6)
 

複
合
地
区
は
，
別
表
H 
の
地
区
内
に
お
い
て
結
成
さ

れ
，
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
国
際
協
会
の
承
認
を
受
け

た
す
べ
て
の
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
か
ら
成
る
。

(a
) 定
例
会
議
。
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
の
定
例
会
議
は
四

半
期
ご
と
に
 1
 回
ず
つ
開
か
れ
る
も
の
と
し
、
第
 1

回
会
議
は
、
国
際
大
会
閉
会
後
 3
0 
日
以
内
に
開
か

れ
る
。
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
幹
事
は
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー

が
定
め
る
日
時
及
び
場
所
を
明
示
し
た
会
議
の
案

内
を
、
会
議
の
 1
0 
日
前
ま
で
に
、
文
書
で
各
キ
ャ

ビ
ネ
ッ
ト
構
成
員
に
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(b
) 
特
別
会
議
。
地
区
ガ
バ
ナ
ー
は
、
自
分
の
判
断

で
特
別
会
議
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
又
、
過

半
数
の
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
構
成
員
の
文
書
に
よ
る
要
求

が
地
区
ガ
バ
ナ
ー
又
は
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
幹
事
に
提
出

さ
れ
た
場
合
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー
は
特
別
会
議
を
開
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
幹
事
は
、
そ

の
会
議
の
目
的
と
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー
が
定
め
る
開
催

日
時
及
び
場
所
を
明
示
し
た
会
議
の
案
内
を
、
会
議

前
の
 5
 日
か
ら
 2
0 
日
の
間
に
、
文
書
（
手
紙
、
電

子
メ
ー
ル
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
電
報
を
含
む
）
で
各
キ

ャ
ビ
ネ
ッ
ト
構
成
員
に
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(c
) 定
足
数
。
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
構
成
員
の
過
半
数
の

出
席
を
も
っ
て
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
会
議
の
定
足
数
に

達
し
た
と
み
な
さ
れ
る
。

２
．
代
替
会
議
形
式
。
地
区
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
の
定
例
会
議

又
は
特
別
会
議
は
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー
が
決
定
し
た
場

合
、
電
話
会
議
及
び
/ま
た
は
ウ
ェ
ブ
会
議
な
ど
の

代
替
会
議
形
式
に
よ
り
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
．
郵
便
に
よ
る
業
務
処
理
。
地
区
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
は
、

郵
便
（
文
書
、
電
子
メ
ー
ル
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
電
報
を

含
む
）
に
よ
り
業
務
処
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
全
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
構
成
員
の
 3
 分
の
 2
 の
書
面

に
よ
る
賛
成
が
得
ら
れ
な
い
限
り
、
そ
の
よ
う
な
行

為
は
い
か
な
る
も
の
も
有
効
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の

よ
う
な
行
為
は
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー
ま
た
は
地
区
役
員

の
い
ず
れ
か
3 
人
に
よ
り
提
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(d
) 

投
票
。
投
票
す
る
権
利
は
、
本
地
区
会
則
第
6

条
第
2項
複
合
地
区
会
則
第
2章
地
区
第
16
条
3及
び
第

17
条
第
1で
投
票
権
を
有
す
る
と
定
め
ら
れ
る
地
区

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
構
成
員
に
与
え
ら
れ
る
。
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国
際
理
事
会
の
全
般
的
監
督
の
も
と
に
本
地
区
に
お
い

て
国
際
協
会
を
代
表
す
る
。
さ
ら
に
、
地
区
に
お
け
る
最

高
運
営
責
任
者
と
し
て
、
第
一
及
び
第
二
副
地
区
ガ
バ
ナ

ー
、
リ
ジ
ョ
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
、
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ
ア
パ

ー
ソ
ン
、キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
幹
事
兼
会
計
、そ
の
他
本
地
区
会

則
及
び
付
則
に
定
め
ら
れ
る
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
構
成
員
を
直

接
監
督
す
る
。
具
体
的
な
任
務
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

(a
) 
地
区
に
お
け
る
会
員
増
加
に
つ
な
が
る
よ
う
、
協

会
の
目
的
を
推
進
す
る
。

(b
) 
以
下
の
分
野
に
お
け
る
各
地
区
目
標
の
達
成
に

焦
点
を
当
て
、
そ
れ
に
向
け
て
取
り
組
む
た
め
の

現
行
の
地
区
行
動
計
画
を
実
施
す
る
地
区
の
役
員

チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
を
監
督
す
る
。

(1
) 
新
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
を
結
成
す
る
。

(2
) 
効
果
的
な
ク
ラ
ブ
運
営
を
徹
底
す
る
。

(3
) 
会
員
純
増
を
達
成
す
る
。

(4
) 
ク
ラ
ブ
レ
ベ
ル
と
地
区
レ
ベ
ル
で
リ
ー
ダ
ー

育
成
と
技
能
開
発
を
提
供
す
る
。

(5
) 
有
意
義
な
人
道
支
援
奉
仕
を
実
施
し
報
告
す

る
よ
う
各
ク
ラ
ブ
に
奨
励
す
る
。

(6
) 
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
国
際
財
団
を
支
援
・
推
進

し
、
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
国
際
財
団
へ
の
ク
ラ

ブ
と
会
員
に
よ
る
寄
付
を
奨
励
す
る
。

(c
) 
地
区
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
ク
シ
ョ
ン
・
チ
ー
ム
・
フ

ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
、
地
区
内
ク
ラ
ブ
の
会

員
増
強
、
新
ク
ラ
ブ
結
成
、
指
導
力
育
成
、
人
道

奉
仕
を
監
督
し
、
推
進
す
る
。

(d
) 
地
区
の
運
営
管
理
を
監
督
す
る
。

(1
) 
会
員
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
た
め
、
地
区
の
各
行

事
を
効
果
的
に
管
理
す
る
。

(2
) 
本
地
区
会
則
に
従
っ
て
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
役
員

及
び
地
区
の
委
員
を
指
導
監
督
す
る
。

(3
) 
任
期
終
了
の
際
に
は
、
地
区
の
一
般
及
び
/又

は
財
務
関
連
の
記
録
一
式
並
び
に
資
金
を
速
や
か

に
後
任
者
に
引
き
渡
す
。

第
 1
4 
条
 地
区
ガ
バ
ナ
ー
,第
 1
 お
よ
び
第
 2
 副
地
区
ガ

(4
) 
地
区
大
会
あ
る
い
は
複
合
地
区
大
会
に
お
け

る
地
区
年
次
会
議
で
、
現
会
計
年
度
の
詳
し
い
収

支
報
告
書
を
提
出
す
る
。

(5
) 
協
会
の
名
称
及
び
紋
章
の
使
用
違
反
を
す
べ

て
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
国
際
協
会
に
報
告
す
る
。

(e
) 
各
ク
ラ
ブ
が
、
国
際
会
則
及
び
付
則
に
従
っ
て
運

営
し
、
会
員
維
持
率
を
向
上
す
る
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ

ィ
を
支
援
し
、
協
会
に
お
け
る
グ
ッ
ド
ス
タ
ン
デ

ィ
ン
グ
を
保
つ
よ
う
、
指
導
す
る
。

(1
) 
地
区
内
の
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
の
運
営
が
円

滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
各
ク
ラ
ブ
が
最
低
年
に

１
度
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
地
区
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
の

一
員
、
ま
た
は
地
区
ガ
バ
ナ
ー
が
指
名
す
る
ラ

イ
オ
ン
に
よ
る
直
接
の
（
ま
た
は
必
要
な
ら
オ

ン
ラ
イ
ン
で
の
）
訪
問
を
受
け
る
こ
と
を
確
実

に
す
る
。

(2
) 
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
と
リ
ジ
ョ
ン
・
チ

ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
（
い
る
場
合
）
の
支
援
を
得
て
、

地
区
内
の
各
ク
ラ
ブ
の
状
態
を
見
守
り
、
各
ク

ラ
ブ
が
グ
ッ
ド
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
保
っ
て
い

る
こ
と
、
会
員
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
し
て
い
る
こ

と
、
協
会
の
目
的
を
支
援
し
て
い
る
こ
と
を
確

か
め
る
。

(3
) 
適
切
な
手
段
を
用
い
て
、
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ

間
の
協
調
を
図
り
、
対
立
を
解
消
す
る
。

(f)
 
地
区
大
会
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
会
議
及
び
そ
の
他
会

議
に
出
席
し
た
場
合
に
は
、そ
の
議
長
を
務
め
る
。 (g
) 

国
際
理
事
会
に
よ
り
要
請
さ
れ
る
そ
の
他
の
任

務
を
遂
行
す
る
。

第
一
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー
は
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー
の
指
導
監

督
の
も
と
に
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー
の
最
高
運
営
補
佐
役
及
び

代
理
を
務
め
る
。
具
体
的
な
責
任
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

(a
) 
地
区
に
お
け
る
会
員
増
加
に
つ
な
が
る
よ
う
、
本
協

会
の
目
的
を
推
進
す
る
。

(b
) 
現
行
の
地
区
行
動
計
画
の
成
功
に
向
け
て
積
極
的
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に
努
力
す
る
。

(c
) 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
及
び
第
二
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー
と
と

も
に
、
地
区
の
強
み
と
弱
み
を
確
認
し
た
上
で
、
地

区
目
標
の
達
成
に
焦
点
を
当
て
そ
れ
に
向
け
て
取
り

組
む
た
め
の
、進
行
中
の
地
区
計
画
を
さ
ら
に
調
整
・

推
敲
す
る
。

(d
) 
翌
年
度
以
降
、地
区
目
標
に
向
け
た
行
動
計
画
を
策

定
・
実
施
で
き
る
よ
う
、
極
め
て
優
れ
た
チ
ー
ム
を

特
定
し
て
備
え
る
。

(1
) 
地
区
計
画
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
行
動
を

理
解
す
る
。

(2
) 
各
役
職
に
就
く
上
で
の
、
役
割
と
責
任
、
情
報
資

料
、
そ
し
て
資
格
の
あ
る
ラ
イ
オ
ン
ズ
を
知
る
。

(3
) 
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
が
各
自
の
役
目
を
果
た
す
た

め
に
十
分
な
研
修
を
確
実
に
受
け
る
よ
う
に
す

る
。

(4
) 
ク
ラ
ブ
役
員
と
密
接
に
協
力
し
て
未
来
の
地
区

役
員
を
特
定
す
る
。

(e
) 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
ま
た
は
国
際
理
事
会
の
方
針
に
よ

っ
て
課
さ
れ
る
職
務
や
そ
の
他
の
指
示
を
遂
行
す

る
。

(f)
 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
の
要
請
に
従
っ
て
、
他
の
地
区
委
員

会
を
監
督
す
る
。

(g
) 
す
べ
て
の
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
会
議
に
積
極
的
に
参
加

し
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー
不
在
の
際
に
は
、
会
議
に
お
い

て
議
長
を
務
め
る
。

(h
) 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
職
に
空
席
が
生
じ
た
場
合
、そ
の
任

務
と
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
区
ガ

バ
ナ
ー
の
任
務
を
心
得
て
お
く
。

(i)
 
必
要
に
応
じ
て
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
会
議
に
参
加
す

る
。

(j)
 
地
区
予
算
作
成
に
協
力
す
る
。

(k
) 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
の
要
請
に
応
じ
て
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー

の
代
理
と
し
て
ク
ラ
ブ
を
訪
問
す
る
。

(l)
 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
及
び
地
区
大
会
委
員
会
と
連
携
し
、

年
次
地
区
大
会
を
支
援
し
計
画
す
る
と
共
に
、
地
区

内
の
他
の
行
事
の
企
画
及
び
推
進
に
お
い
て
地
区
ガ

バ
ナ
ー
に
協
力
す
る
。

第
二
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー
は
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー
の
指
導
監

督
の
も
と
に
あ
る
。
具
体
的
な
責
任
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

(a
) 
地
区
に
お
け
る
会
員
増
加
に
つ
な
が
る
よ
う
、
本
協

会
の
目
的
を
推
進
す
る
。

(b
) 
現
行
の
地
区
行
動
計
画
の
成
功
に
向
け
て
積
極
的

に
努
力
す
る
。

(c
) 
リ
ジ
ョ
ン
及
び
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
と
地
区

と
の
橋
渡
し
役（
地
区
ガ
バ
ナ
ー
の
指
示
の
も
と
に
）

を
務
め
、
ク
ラ
ブ
の
健
康
を
支
え
る
た
め
ゾ
ー
ン
運

営
を
成
功
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
努
力
す
る
。

(d
) 
地
区
内
ク
ラ
ブ
の
強
み
と
弱
み
を
把
握
し
、ク
ラ
ブ

の
発
展
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
情
報
資
料
に
精
通
す
る
。
 

(e
) 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
の
職
に
備
え
る
。

(1
) 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
の
職
責
に
つ
い
て
熟
知
す
る
。

(2
) 
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
技
量
を
測
り
、
磨
く
。

(3
) 
地
区
の
構
造
と
、
会
則
及
び
付
則
、
利
用
で
き
る
情

報
資
料
を
理
解
す
る
。

(4
) 
ク
ラ
ブ
の
健
康
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
に
注
意
し
、
ク
ラ

ブ
の
強
み
と
弱
み
を
測
る
。
 

(5
) 
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
国
際
財
団（
LC
IF
）が
提
供
す

る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
理
解
す
る
。

(6
) 
効
果
的
な
ク
ラ
ブ
訪
問
を
行
う
準
備
を
す
る
。

(f)
 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
の
要
請
に
応
じ
て
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー

の
代
理
と
し
て
ク
ラ
ブ
を
訪
問
す
る
。

(g
) 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
ま
た
は
国
際
理
事
会
の
方
針
に
よ

っ
て
課
さ
れ
る
職
務
や
そ
の
他
の
指
示
を
遂
行
す

る
。

(h
) 
年
次
地
区
大
会
の
計
画
お
よ
び
開
催
に
お
い
て
地

区
ガ
バ
ナ
ー
お
よ
び
第
一
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー
に
助
力

す
る
。

(i)
 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
の
要
請
に
従
っ
て
、
適
宜
地
区
委
員

会
を
監
督
す
る
。

(j)
 
す
べ
て
の
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
会
議
に
積
極
的
に
参
加

し
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー
及
び
第
一
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー
不

在
の
際
に
は
、
す
べ
て
の
会
議
に
お
い
て
議
長
を
務

め
る
。
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(k
) 
地
区
予
算
作
成
に
協
力
す
る
。

16
 

ま
た
、
地
区
グ
ロ
ー
バ
ル

ア
ク
シ
ョ
ン
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
お
よ
び
 L
CI
F 
地
区
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
、
投
票
権
が
与
え
ら
れ
る
。

4.
 
地
区
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
（
幹
事
団
や
内
局
等
）
の
委
員

会
。
地
区
ガ
バ
ナ
ー
が
地
区
の
効
果
的
な
運
営
に
必
要
か

つ
適
切
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
他
の
委
員
会
及
び

（
又
は
）
委
員
長
を
設
置
し
、
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
委
員
会
の
委
員
長
は
、
地
区
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

の
投
票
権
の
な
い
構
成
員
と
み
な
さ
れ
る
。

5.
 
レ
オ
ま
た
は
レ
オ
ラ
イ
オ
ン
が
レ
オ
／
レ
オ
ラ
イ
オ

ン
・
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
・
リ
エ
ゾ
ン
の
役
職
に
任
命
さ
れ
る

場
合
は
、
こ
の
役
職
は
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
投
票
権

を
持
た
な
い
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
務
め
る
。

5 6

１
7 

GE
T/

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

大
会

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

地
区
糖
尿
病
委
員
長
，
地
区

視
力
 （
献
眼
）
委
員
長
，
地
区
食
料
支
援
 （
子
ど
も
食
堂
）

委
員
長
，
地
区
小
児
が
ん
委
員
長
，

地
区
ア
ラ
ー
ト
 （
災
害
支
援
）
委
員
長
， 年
次

地
区
薬
物
乱
用
防
止
委
員
長
，
家
族
お
よ
び
女

性 第
 19
 条
 
解
 
任
（
P1
67
) 

地
区
ガ
バ
ナ
ー
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
地
区
キ
ャ
ビ

ネ
ッ
ト
構
成
員
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
れ
ば
、
地
区
ガ

バ
ナ
ー
が
解
任
で
き
る
。
地
区
ガ
バ
ナ
ー
 、
第
一
副

地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
第
二
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー
を
除
く
、
選

挙
で
選
ば
れ
た
地
区
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
構
成
員
は
、
正
当

な
理
由
が
あ
れ
ば
、
地
区
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
全
構
成
員

の
 3
 分
の
 2
 以
上
の
賛
成
票
に
よ
っ
て
解
任
で
き
る
。

20
 

１
．
 
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
幹
事
及
び
会
計
。
地
区
ガ
バ
ナ

ー
の
指
導
監
督
の
も
と
に
、任
務
を
果
た
す
。具
体

的
な
任
務
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

(a
) 
協
会
の
目
的
を
推
進
す
る
。

(b
) 
役
職
に
伴
っ
て
課
せ
ら
れ
る
任
務
を
遂
行

⒞
　
そ
の
他
地
区
ガ
バ
ナ
ー
の
任
命
す
る
地
区
委
員

長
（
33
0・
 3
31
・
33
2・
33
3・
33
4・
33
5・
33
7 
複
合

地
区
）
。
⒞
　
そ
の
他
地
区
ガ
バ
ナ
ー
の
任
命
す
る
地
区
委
員

長
並
び
に
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
副
幹
事
・
副
会
計
（
33
6 
複
合

地
区
）
。
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す
る
。
こ
れ
に
は
下
記
が
含
ま
れ
る
が
、
こ
れ

に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

1)
 
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
全
会
議
の
正
確
な
議
事
記

録
を
と
り
、
会
議
終
了
後
 1
5 
日
以
内
に
、
そ

の
写
し
を
各
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
構
成
員
及
び
国

際
協
会
本
部
に
送
る
。

2)
 
準
地
区
大
会
の
議
事
録
を
作
成
し
、
そ
の

写
し
を
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
国
際
協
会
、
地

区
ガ
バ
ナ
ー
、
準
地
区
内
各
ク
ラ
ブ
の
幹
事

に
送
る
。

3)
 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
又
は
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
の
要

求
に
従
っ
て
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
に
報
告
を
す

る
。

4)
 
準
地
区
内
の
会
員
及
び
ク
ラ
ブ
に
課
せ
ら

れ
る
す
べ
て
の
会
費
を
徴
収
し
、
地
区
ガ
バ

ナ
ー
が
定
め
る
銀
行
に
こ
れ
を
預
金
し
、
更

に
地
区
ガ
バ
ナ
ー
の
指
示
に
基
づ
い
て
支
払

い
を
す
る
。

5)
 
準
地
区
内
で
徴
収
し
た
複
合
地
区
会
費
が

あ
れ
ば
、
こ
れ
を
複
合
地
区
協
議
会
幹
事
・

会
計
に
送
金
し
、
領
収
書
を
確
保
す
る
。

6)
 
正
確
な
会
計
帳
簿
そ
の
他
の
記
録
、
並
び

に
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
会
議
及
び
準
地
区
会
合
の

議
事
録
を
作
成
及
び
保
管
し
、
適
切
な
目
的

の
た
め
、
妥
当
な
日
時
に
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
構
成
員
、
ク
ラ
ブ
会
員
 (
又

は
そ
の
正
当
な
代
理
人
) 
の
検
査
を
許
す
。

地
区
ガ
バ
ナ
ー
又
は
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
の
指
示

に
従
っ
て
、必
要
な
帳
簿
及
び
記
録
を
、地
区

ガ
バ
ナ
ー
が
任
命
し
た
監
査
委
員
に
提
出
す

る
。

7)
 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
の
要
求
が
あ
れ
ば
、
忠
実

な
職
務
遂
行
を
保
証
す
る
た
め
に
、
指
定
額

の
保
証
金
を
積
む
。

8)
 
任
期
終
了
の
際
に
は
、地
区
の
一
般
及
び
/

又
は
財
務
関
連
の
記
録
並
び
に
資
金
を
速
や

か
に
後
任
者
に
引
き
渡
す
。
 

(c
) 
国
際
理
事
会
の
指
示
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
そ

の
他
の
任
務
を
遂
行
す
る
。

(d
) 
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
幹
事
と
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
会
計

の
職
が
別
々
に
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ

の
役
職
の
本
質
に
従
っ
て
、（
b）
に
記
載
さ
れ
て

い
る
任
務
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
員
に
割
り
当
て
ら
れ

る
も
の
と
す
る
。

２
．
 
地
区
グ
ロ
ー
バ
ル
指
導
力
育
成
チ
ー
ム
（
GL
T）

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
。
地
区
ガ
バ
ナ
ー
の
指
導
監
督

の
も
と
に
、地
区
 G
LT
 コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
地
区

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
ク
シ
ョ
ン
・
チ
ー
ム
（
GA
T）
の

一
員
で
あ
る
。
そ
の
責
任
に
は
以
下
が
含
ま
れ
る
。

(a
) 
地
区
チ
ー
ム
と
と
も
に
、
地
区
の
指
導
力
育
成

目
標
の
達
成
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
に
向
け
て

取
り
組
む
た
め
の
地
区
計
画
を
策
定
・
実
施
し
、

ク
ラ
ブ
役
員
、
リ
ジ
ョ
ン
及
び
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ

ア
パ
ー
ソ
ン
、
公
認
ガ
イ
デ
ィ
ン
グ
・
ラ
イ
オ

ン
、
必
要
に
応
じ
そ
の
他
の
メ
ン
バ
ー
の
研
修

を
開
催
す
る
。

(b
) 
年
間
地
区
学
習
及
び
指
導
力
育
成
計
画
を
立

て
て
遂
行
し
、
研
修
に
つ
い
て
 L
ea
rn
 で
報
告

す
る
。

(c
) 
奉
仕
、
会
員
増
強
、
ま
た
は
指
導
力
育
成
の
役

割
を
担
え
そ
う
な
リ
ー
ダ
ー
候
補
者
を
特
定
す

べ
く
努
力
す
る
。

(d
) 
適
切
な
場
合
に
は
、地
区
の
各
行
事
で
の
研
修

を
支
援
・
進
行
す
る
。

(e
) 
地
区
グ
ロ
ー
バ
ル
会
員
増
強
チ
ー
ム
・
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
ー
及
び
ク
ラ
ブ
役
員
と
協
力
し
、
新

会
員
が
ク
ラ
ブ
レ
ベ
ル
で
効
果
的
な
会
員
オ
リ

エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
る
こ
と
を
確
認
す

る
。

３
．
 
地
区
グ
ロ
ー
バ
ル
会
員
増
強
チ
ー
ム
（
GM
T）

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
。
地
区
ガ
バ
ナ
ー
の
指
導
監

督
の
も
と
に
、
地
区
 G
M
T 
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

は
地
区
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
ク
シ
ョ
ン
・
チ
ー
ム
の
一

員
で
あ
る
。
そ
の
責
任
に
は
以
下
が
含
ま
れ
る
。

(a
) 
地
区
チ
ー
ム
と
と
も
に
、
地
区
の
会
員
増
強

目
標
の
達
成
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
に
向
け
て
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取
り
組
む
た
め
の
地
区
計
画
を
策
定
し
実
施
す

る
。

(b
) 
主
な
ツ
ー
ル
や
取
り
組
み
に
つ
い
て
ク
ラ
ブ

会
員
委
員
長
を
教
育
し
、
各
ク
ラ
ブ
で
会
員
勧

誘
と
会
員
の
満
足
度
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
会

員
増
強
計
画
を
立
て
る
よ
う
奨
励
す
る
。

(c
) 
会
員
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
を
受
け
る
ク
ラ

ブ
会
員
委
員
長
を
支
援
し
、
適
用
さ
れ
る
方
針

に
沿
っ
た
迅
速
な
指
導
を
行
う
。

(d
) 
会
員
候
補
者
に
は
迅
速
に
連
絡
が
行
わ
れ
、興

味
や
、
都
合
、
期
待
、
そ
の
他
の
要
素
に
も
と
づ

い
た
適
切
な
ク
ラ
ブ
に
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
す

る
。
も
し
適
切
な
ク
ラ
ブ
が
な
け
れ
ば
、
新
ク

ラ
ブ
を
結
成
す
る
た
め
の
指
導
と
支
援
が
与
え

ら
れ
る
よ
う
に
す
る
（
グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ
ク
ス

テ
ン
シ
ョ
ン
・
チ
ー
ム
の
地
区
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
が
任
命
さ
れ
て
い
な
い
場
合
）。

(e
) 
会
員
増
強
に
お
け
る
指
導
的
役
割
を
担
え
そ

う
な
リ
ー
ダ
ー
候
補
者
を
特
定
す
べ
く
努
力
す

る
。

(f)
 
グ
ロ
ー
バ
ル
指
導
力
育
成
チ
ー
ム
及
び
グ
ロ
ー

バ
ル
・
ア
ク
シ
ョ
ン
・
チ
ー
ム
の
地
区
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
ー
た
ち
と
協
力
し
、
ク
ラ
ブ
に
会
員

維
持
の
戦
略
を
提
供
す
る
。

(g
) 
地
区
グ
ロ
ー
バ
ル
指
導
力
育
成
チ
ー
ム
・
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
及
び
ク
ラ
ブ
役
員
と
協
力
し
、

新
会
員
が
ク
ラ
ブ
レ
ベ
ル
で
効
果
的
な
会
員
オ

リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
る
こ
と
を
確
認
す

る
。

４
．
 
地
区
グ
ロ
ー
バ
ル
奉
仕
チ
ー
ム
（
GS
T）
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
。
地
区
ガ
バ
ナ
ー
の
指
導
監
督
の

も
と
に
、
地
区
 G
ST
 コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
地

区
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
ク
シ
ョ
ン
・
チ
ー
ム
 （
GA
T）

の
一
員
で
あ
る
。
そ
の
責
任
に
は
以
下
が
含
ま
れ

る
。

(a
) 
地
区
チ
ー
ム
と
と
も
に
、
地
区
の
奉
仕
及
び
資

金
調
達
目
標
の
達
成
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
に

向
け
て
取
り
組
む
た
め
の
地
区
計
画
を
策
定
し

実
施
す
る
。

(b
) 
地
区
内
の
ク
ラ
ブ
に
よ
る
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

報
告
率
を
上
げ
る
よ
う
努
力
す
る
。

(c
) 
LC
Iと
LC
IF
の
奉
仕
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
交
付
金
、

お
よ
び
 LC
I の
奉
仕
関
連
リ
ソ
ー
ス
の
活
用
に

つ
い
て
、
知
識
を
得
、
参
加
を
奨
励
す
る
。

(d
) 
地
区
に
お
け
る
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
活
動
の
推
進

者
と
し
て
、
ク
ラ
ブ
が
意
識
高
揚
、
地
域
社
会

の
啓
蒙
、変
化
の
唱
導
を
行
う
上
で
支
援
す
る
。 
 (e
) 

知
名
度
と
会
員
の
満
足
度
を
高
め
、
新
会
員
を

獲
得
し
、ノ
ウ
ハ
ウ
の
共
有
を
奨
励
す
る
た
め
、

奉
仕
の
成
功
事
例
を
ラ
イ
オ
ン
ズ
や
地
域
社
会

に
共
有
す
る
。

(f)
奉
仕
に
お
け
る
指
導
的
役
割
を
担
え
そ
う
な

リ
ー
ダ
ー
候
補
者
を
特
定
す
べ
く
努
力
す
る
。

５
．
 
グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
・
チ
ー
ム

（
GE
T）
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
こ
の
役
職
が
地

区
ガ
バ
ナ
ー
任
期
中
に
活
用
さ
れ
る
場
合
）。
地
区

ガ
バ
ナ
ー
の
指
導
監
督
の
も
と
に
、地
区
 G
ET
 コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
地
区
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
ク
シ

ョ
ン
・
チ
ー
ム
（
GA
T）
の
一
員
で
あ
る
。

そ
の
責
任
に
は
以
下
が
含
ま
れ
る
。

(a
) 
地
区
チ
ー
ム
（
地
区
ガ
バ
ナ
ー
お
よ
び
各
副
地

区
ガ
バ
ナ
ー
を
含
む
）
と
協
力
し
、
地
区
の
新

ク
ラ
ブ
目
標
の
達
成
と
維
持
を
徹
底
す
る
。

(b
) 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
奉
仕
が
ま
っ
た
く
行
わ
れ
て

い
な
い
、
あ
る
い
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い

地
域
社
会
や
、
よ
り
大
き
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

お
け
る
グ
ル
ー
プ
内
に
お
い
て
、
新
ク
ラ
ブ
を

結
成
す
る
機
会
を
見
出
す
。
 

(c
) 
地
区
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
と
協
力
し
て
、
新
ク
ラ

ブ
結
成
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
タ
ス
ク

（
会
員
の
勧
誘
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
育
成
、
有

意
義
な
奉
仕
事
業
へ
の
参
加
促
進
な
ど
）
を
遂

行
で
き
る
チ
ー
ム
を
作
る
。

(d
) 
新
ク
ラ
ブ
開
発
の
プ
ロ
セ
ス
と
方
針
を
理
解

し
た
上
で
、そ
れ
を
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
に
伝
え
、

さ
ら
に
正
確
な
情
報
が
入
会
予
定
者
に
伝
わ
る
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よ
う
徹
底
す
る
。

(e
)
ス
ポ
ン
サ
ー
・
ク
ラ
ブ
が
新
ク
ラ
ブ
役
員
の
メ

ヱ
タ
ー
（
教
育
係
）
を
務
め
ら
れ
る
よ
う
に
手

助
け
し
、
ま
た
ガ
イ
デ
ィ
ン
グ
・
ラ
イ
オ
ン
に

新
ク
ラ
ブ
の
心
得
を
教
育
す
る
こ
と
で
、
新
ク

ラ
ブ
の
成
功
を
確
か
な
も
の
に
す
る
。

(f)
 
新
ク
ラ
ブ
結
成
に
関
心
の
あ
る
ラ
イ
オ
ン
ズ

を
研
修
し
、
起
用
す
る
こ
と
で
、
地
区
の
新
ク

ラ
ブ
結
成
の
可
能
性
を
広
げ
る
。

(g
) 
新
ク
ラ
ブ
の
申
請
書
に
記
入
漏
れ
が
な
い
か
、

承
認
手
続
き
が
正
し
く
さ
れ
て
い
る
か
、
効
率

的
に
提
出
さ
れ
て
い
る
か
を
確
か
め
る
。

６
．
地
区
 LC
IF
 コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
。
地
区
 LC
IF
 コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
、
複
合
地
区
 L
CI
F 
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
が
地
区
ガ
バ
ナ
ー
と
協
議
の
上
で
推
薦

し
、
LC
IF
 理
事
長
が
任
命
す
る
。
そ
の
任
期
は
 3
 年

で
あ
る
。
こ
の
役
職
は
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
国
際
財

団
（
LC
IF
）
の
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
の
役
割
を
果
た
し
、

複
合
地
区
 L
CI
F 
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
直
属
す
る

も
の
の
地
区
指
導
陣
と
密
接
に
連
携
す
る
。
そ
の
責

任
に
は
以
下
が
含
ま
れ
る
。

(a
)
ク
ラ
ブ
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
た
ち
が
 LC
IF
 の

フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ズ
戦
略
を
確
実
に
実
行
す
る
よ
う

に
す
る
。

(b
) 
LC
IF
 の
地
区
内
や
国
内
外
で
の
重
要
性
と
イ
ン

パ
ク
ト
に
つ
い
て
ラ
イ
オ
ン
ズ
に
啓
発
す
る
。

(c
) 
地
区
全
体
に
お
け
る
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ズ
の
あ
ら

ゆ
る
側
面
に
お
い
て
 L
CI
F 
を
支
援
す
る
よ
う
ラ

イ
オ
ン
ズ
に
奨
励
す
る
。

(d
) 
LC
IF
 の
交
付
金
受
給
の
機
会
に
つ
い
て
熟
知

し
、L
CI
F 
が
支
援
す
る
種
々
の
交
付
金
及
び
事
業

に
つ
い
て
地
区
内
ラ
イ
オ
ン
ズ
を
啓
発
す
る
。

７
．
 
リ
ジ
ョ
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
は
地
区
ガ
バ
ナ

ー
を
補
佐
し
，地
区
ガ
バ
ナ
ー
の
指
揮
の
も
と
に
，

責
任
者
と
し
て
リ
ジ
ョ
ン
の
運
営
に
当
た
る
。

８
．
 
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
は
地
区
ガ
バ
ナ
ー

お
よ
び
リ
ジ
ョ
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
の
指
揮
の

も
と
に
，
責
任
者
と
し
て
ゾ
ー
ン
の
運
営
に
当
た

る
。

９
．
 
地
区
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
委
員
長
。
地
区
ガ
バ
ナ

ー
の
指
導
監
督
の
も
と
に
、
地
区
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
委
員
長
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
取
り
組
み
に
責
任
を
負
い
、
地
区

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
ク
シ
ョ
ン
・
チ
ー
ム
を
直
接
サ
ポ

ー
ト
す
る
。
そ
の
責
任
に
は
以
下
が
含
ま
れ
る
。

(a
) 
地
区
チ
ー
ム
と
協
力
し
、
大
規
模
な
行
事
や
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
、
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
広
報
す
る
機

会
を
特
定
・
支
援
す
る
。

(b
) 
地
区
グ
ロ
ー
バ
ル
会
員
増
強
チ
ー
ム
・
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
ー
と
直
接
連
携
し
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ
て
集
ま
る
あ
ら
ゆ
る

入
会
見
込
み
者
を
適
切
な
ク
ラ
ブ
に
案
内
す

る
。

(c
) 
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や
 P
R 
の
指
導
を
す
る
こ
と

で
、地
区
ガ
バ
ナ
ー
お
よ
び
地
区
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ア
ク
シ
ョ
ン
・
チ
ー
ム
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
。

(e
) 
地
区
の
資
金
援
助
の
機
会
に
お
い
て
支
援
を

行
う
。

(f)
 直
接
、
あ
る
い
は
地
区
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
委
員

会
の
設
置
を
通
じ
て
、
地
区
の
各
種
ソ
ー
シ
ャ

ル
メ
デ
ィ
ア
や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
管
理
す
る
。

(g
) グ
ロ
ー
バ
ル
・
ブ
ラ
ン
ド
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

対
す
る
十
分
な
理
解
を
保
持
す
る
。

a.
 
地
区
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
お
い
て
、
グ
ロ
ー

バ
ル
ブ
ラ
ン
ド
資
産
を
適
切
に
、
か
つ
一
貫
し

て
使
用
す
る
よ
う
奨
励
す
る
。

b.
 
ス
ト
ー
リ
ー
作
成
や
メ
デ
ィ
ア
発
信
の
準
備

に
お
い
て
、
承
認
さ
れ
た
ブ
ラ
ン
ド
テ
ン
プ
レ

ー
ト
の
使
用
を
援
助
す
る
。

(h
) 

ク
ラ
ブ
に
、
ク
ラ
ブ
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
委

員
長
を
任
命
す
る
よ
う
奨
励
す
る
。

a.
会
議
や
研
修
を
開
催
し
た
り
、
マ
ー
ケ
テ
ィ

ヱ
グ
の
指
導
や
コ
ツ
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ク
ラ
ブ
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
委
員
長
を
継

続
的
に
支
援
す
る
よ
う
に
す
る
。

(i)
 
LC
I と
 L
CI
F 
の
優
れ
た
活
動
や
ニ
ュ
ー
ス
性
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の
高
い
ス
ト
ー
リ
ー
を
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ

ア
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
介
し
て
ラ
イ
オ
ン
ズ
や

各
方
面
の
メ
デ
ィ
ア
に
、
さ
ら
に
外
部
に
向
け

て
、
発
信
す
る

10
．
 
地
区
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
ク
シ
ョ
ン
・
チ
ー
ム

（
GA
T）
。
地
区
ガ
バ
ナ
ー
が
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ

ー
を
務
め
る
こ
の
チ
ー
ム
に
は
、
地
区
グ
ロ
ー
バ

ル
会
員
増
強
チ
ー
ム
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
地

区
グ
ロ
ー
バ
ル
奉
仕
チ
ー
ム
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
、地
区
グ
ロ
ー
バ
ル
指
導
力
育
成
チ
ー
ム
・
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
お
よ
び
地
区
グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ

ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
・
チ
ー
ム
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
が
含
ま
れ
、
地
区
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
委
員
長
の

支
援
を
受
け
る
。
チ
ー
ム
は
、
ク
ラ
ブ
が
人
道
奉

仕
を
広
げ
、会
員
増
加
を
達
成
し
、未
来
の
リ
ー
ダ

ー
を
育
成
す
る
手
助
け
を
協
働
し
て
行
う
た
め
の

計
画
を
策
定
し
実
施
す
る
。
定
期
的
に
会
合
し
、

そ
の
計
画
の
進
捗
状
況
と
、
計
画
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
可
能
性
の
あ
る
取
り
組
み
を
討
議
す
る
。
複
合

地
区
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
ク
シ
ョ
ン
・
チ
ー
ム
の
メ
ン

バ
ー
と
連
携
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
や
成
功

事
例
に
つ
い
て
学
び
、
活
動
、
達
成
事
項
、
課
題

を
複
合
地
区
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
ク
シ
ョ
ン
・
チ
ー

ム
の
メ
ン
バ
ー
と
共
有
す
る
。
地
区
ガ
バ
ナ
ー
諮

問
委
員
会
会
議
の
ほ
か
、
奉
仕
、
会
員
増
強
、
あ

る
い
は
指
導
力
育
成
の
取
り
組
み
を
主
に
取
り
上

げ
る
ゾ
ー
ン
、
リ
ジ
ョ
ン
、
地
区
、
ま
た
は
複
合
地

区
の
会
議
に
出
席
し
て
意
見
を
交
換
し
、
ク
ラ
ブ

の
取
り
組
み
に
利
用
で
き
そ
う
な
知
見
を
得
る
。
 

第
 29
 条
 
禁
忌
事
項
 
(P
18
2)
 

(1
)ラ
イ
オ
ン
ズ
道
徳
綱
領
に
反
す
る
言
動
や
行
為
を
し

て
は
な
ら
な
い
。 （
国
際
理
事
会
方
針
書
第
 6
 章
 A
 項
）

（
本
編
 P
11
）
 

(2
)ク
ラ
ブ
お
よ
び
ク
ラ
ブ
会
員
は
，
他
の
ク
ラ
ブ
お
よ
び

ク
ラ
ブ
会
員
に
対
し
，
資
金
，
物
品
お
よ
び
援
助
を
求

め
る
文
書
並
び
に
ラ
イ
オ
ン
ズ
道
徳
綱
領
に
反
す
る
文

書
等
を
配
布
し
て
は
な
ら
な
い
（
文
書
に
は
，
郵
便
の

ほ
か
電
子
メ
ー
ル
，
フ
ァ
ク
ス
，
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
な
ど
の
す
べ
て
の
電
子
的
手
段
に
よ
る
送
信
手

段
を
含
む
)。
但
し
緊
急
災
害
に
関
す
る
支
援
援
助
等
は

除
く
。

ま
た
、
会
議
に
お
い
て
は
、
議
長
の
許
可
な
く
資
料

配
布
は
し
て
は
な
ら
な
い
。

(3
)差
別
禁
止
方
針

ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
国
際
協
会
は
，
差
別
禁
止
方
針
を

支
持
す
る
。
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
及
び
会
員
は
，
人

種
，
肌
の
色
，
宗
教
，
信
条
，
国
籍
，
先
祖
，
性
別
，
配

偶
者
の
有
無
，
年
齢
，
障
害
，
兵
役
，
あ
る
い
は
法
律
で
保
護

さ
れ
て
い
る
そ
の
他
の
い
か
な
る
状
況
に
よ
っ
て
も
差

別
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
方
針
に
反
す
る
こ
と
は
，

ラ
イ
オ
ン
ズ
の
会
員
及
び
又
は
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
と

し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
動
を
取
っ
た
と
み
な
さ
れ
，

そ
の
結
果
，
国
際
理
事
会
が
定
め
る
方
針
に
従
っ
て
，

ク
ラ
ブ
が
「
ス
テ
ー
タ
ス
ク
オ
」
処
分
及
び
又
は
解
散

処
分
を
受
け
る
場
合
が
あ
る
。（
国
際
理
事
会
方
針
書
第

17
 章
 I 項
）

(4
)ク
ラ
ブ
へ
の
納
入
金
未
納
の
通
知
書
を
幹
事
か
ら
受

け
て
か
ら
 3
0 
日
以
内
に
納
入
し
な
い
会
員
は
，
直
ち

に
，
全
額
を
納
入
す
る
ま
で
グ
ッ
ド
ス
ダ
ン
デ
ィ
ン
グ

で
な
く
な
る
。
グ
ッ
ド
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
会
員
の
み

が
ク
ラ
ブ
に
お
い
て
投
票
権
を
持
ち
，
役
員
に
な
る
こ

と
が
で
き
る
。

(5
)ク
ラ
ブ
は
公
職
の
候
補
者
を
後
援
ま
た
は
推
薦
し
て

は
な
ら
な
い
。
ま
た
，
ク
ラ
ブ
の
い
か
な
る
会
合
に
お

い
て
も
政
党
，
宗
派
に
関
し
て
討
論
し
て
は
な
ら
な
い
。 (6
)

ク
ラ
ブ
役
員
お
よ
び
会
員
は
自
ら
の
ラ
イ
オ
ン
歴
を

累
進
さ
せ
る
場
合
を
除
き
，
い
か
な
る
個
人
的
，
政
治

的
，
そ
の
他
の
野
心
の
た
め
に
も
，
会
員
で
あ
る
こ
と

を
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
，
ク
ラ
ブ
全
体
と
し

て
も
ク
ラ
ブ
の
目
的
に
反
す
る
運
動
に
参
加
し
て
は
な

ら
な
い
。

(7
)ク
ラ
ブ
の
会
員
以
外
の
者
が
，
会
合
の
席
で
ク
ラ
ブ
に

資
金
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
ク
ラ
ブ
の
会
合

中
に
通
常
の
経
常
支
出
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
な
い
臨
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時
支
出
の
要
請
又
は
提
案
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
，
そ

の
い
か
な
る
も
の
も
，
さ
ら
な
る
検
討
を
受
け
る
べ
く

適
切
な
委
員
会
あ
る
い
は
理
事
会
に
付
す
る
。

(8
)会
員
名
簿
は
，
理
事
会
の
承
認
な
く
，
そ
れ
を
請
求
す

る
者
に
配
布
し
て
は
な
ら
な
い
。

(9
)国
際
会
則
第
 4
 条
に
名
称
お
よ
び
紋
章
の
使
用
に
つ

い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。本
必
携
第
 1
 編
 I の
 1
4.
に
詳

し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
乱
用
し
な
い
よ
う
留
意
す

る
。

(1
0)
名
誉
会
員
お
よ
び
準
会
員
を
除
い
て
，
い
か
な
る
会

員
も
同
時
に
二
つ
以
上
の
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
の
会
員

に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
「
名
誉
会
員
ま
た
は

賛
助
会
員
を
除
い
て
，
い
か
な
る
会
員
も
同
時
に
ラ
イ

オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
と
同
じ
よ
う
な
性
格
を
持
つ
他
の
奉
仕

団
体
の
会
員
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
規
定

は
,2
00
3 
年
 7
 月
デ
ン
バ
ー
国
際
大
会
で
国
際
付
則
改

正
に
よ
り
削
除
さ
れ
た
。

30
 

(2
) 2
02
4 年
 
複
合
地
区
年
次
大
会
承
認
後
,効
力
を
生
じ

る
。
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国
際
理
事
候
補
者
資
格
審
査
委
員
会
規
則
改
正

ラ
イ
オ
ン
ズ
必
携
第
61
版
　
改
正
箇
所
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◎
複
合
地
区
会
則
改
正
の
可
決
に
は
出
席
代
議
員
の
3分
の
２
以
上
の
賛
成
が
必
要

◎
国
際
理
事
候
補
者
資
格
審
査
委
員
会
規
則
改
正
の
可
決
に
は
出
席
代
議議
員
の
過
半
数
の
賛
成
が
必
要
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LLions Clubs International 
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2023/7/18

2022 2023
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2022.6.30
A B A-B

1.
0 0 0

343,884,787 304,466,579 39,418,208
9,357,143 8,364,108 993,035
10,693,127 9,719,097 974,030

0 314,550
37,227 188,243 151,016

363,972,284 323,052,577 40,919,707

2.
1 0 0 0
2 0 0 0
3

13,442,880 11,976,840 1,466,040
4,036,576 108,639 3,927,937
17,479,456 12,085,479 5,393,977
17,479,456 12,085,479 5,393,977
381,451,740 335,138,056 46,313,684

1.
8,683,694 100,900 8,582,794
6,848,404 7,306,718 458,314
386,500 33,400 353,100
3,420,641 3,634,861 214,220
19,339,239 11,075,879 8,263,360

2. 0 0 0
19,339,239 11,075,879 8,263,360

1. 0 0 0
2. 362,112,501 324,062,177 38,050,324

362,112,501 324,062,177 38,050,324
381,451,740 335,138,056 46,313,684

 2023 6 30
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A B A-B

1. 
1

72,000,000 77,104,800 78,471,840  1,367,040 107.1%
0 79,093 112,338  33,245

20,414,654 21,849,035 18,760,451 3,088,584 107.0%
120,000 238,000 129,500 108,500 198.3%

23,400,000 15,913,162 24,371,601  8,458,439 68.0%
180,000 174,240 174,240 0 96.8%

0 0 12  12
350,000 284,886 378,851  93,965 81.4%

3,600,000 990,000 1,183,000  193,000 27.5%
2 17,000,000 13,716,934 705,536 13,011,398 80.7%

137,064,654 130,350,150 124,287,369 6,062,781 95.1%
2

(44,000,000) (31,031,287) (45,699,903)  14,668,616 70.5%
10,200,000 7,043,300 10,425,800  3,382,500 69.1%
23,400,000 16,335,719 24,986,524  8,650,805 69.8%

5,460,000 4,198,418 5,356,267  1,157,849 76.9%
0 0 792  792

80,000 59,900 80,700  20,800 74.9%
4,860,000 3,393,950 4,849,820  1,455,870 69.8%

0 0 0 0 ─
(9,090,000) (8,313,789) (5,062,448) 3,251,341 91.5%

2,740,000 2,146,919 1,943,889 203,030 78.4%
3,780,000 2,912,800 2,061,950 850,850 77.1%

970,000 971,520 971,520 0 100.2%
1,600,000 2,282,550 85,089 2,197,461 142.7%

(3,600,000) (1,342,489) (2,082,125)  739,636 37.3%
3,500,000 1,341,000 1,938,300  597,300 38.3%

50,000 0 143,825  143,825 0.0%
50,000 1,489 0 1,489 3.0%

0 685,850 0 685,850 ─
13,450,000 8,802,420 359,467 8,442,953 65.4%

(71,790,000) (63,764,430) (67,491,754)  3,727,324 88.8%
2,000,000 2,584,779 3,989,660  1,404,881 129.2%

600,000 280,000 375,648  95,648 46.7%
1,300,000 2,034,010 0 2,034,010 156.5%

NLLI 1,500,000 693,000 0 693,000 46.2%
35,990,000 28,958,885 34,345,338  5,386,453 80.5%

5,370,000 3,680,935 4,649,979  969,044 68.5%
1,600,000 1,228,811 1,462,445  233,634 76.8%

400,000 386,031 459,918  73,887 96.5%
1,420,000 1,249,622 1,238,986 10,636 88.0%

350,000 178,600 199,748  21,148 51.0%
600,000 612,556 554,933 57,623 102.1%

50,000 58,800 58,800 0 117.6%
700,000 671,880 671,880 0 96.0%

1,870,000 1,532,520 1,659,020  126,500 82.0%
260,000 297,252 291,691 5,561 114.3%

1,160,000 1,188,000 1,199,000  11,000 102.4%
14,000,000 14,288,348 14,054,712 233,636 102.1%

800,000 948,214 762,935 185,279 118.5%
720,000 1,000,951 922,917 78,034 139.0%
550,000 1,409,604 478,344 931,260 256.3%
550,000 481,632 115,800 365,832 87.6%

141,930,000 113,940,265 120,695,697  6,755,432 80.3%
 4,865,346 16,409,885 3,591,672 12,818,213

2. 
1

28,800,000 ─
590,000 0 590,000 ─

0 29,390,000 0 29,390,000 ─
2

0 7,541,876 7,541,876 ─
0 207,685 207,685 ─

15,979 ─
0 7,749,561 15,979 7,733,582 ─
0 21,640,439  15,979 21,656,418 ─

3. 
1

5,000,000
2 0

5,000,000
134,654 38,050,324 3,575,693 34,474,631

324,062,177 320,486,484 3,575,693
362,112,501 324,062,177 38,050,324

 
0 0 0
0 0 0
0 0 0

 362,112,501 324,062,177 38,050,324

2022 7 1 2023 6 30
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0
7,306,783

336,578,004
0

9,357,143
353,241,930

10,660,127
33,000

10,693,127
10,349

26,878
37,227

363,972,284

13,442,880
13,442,880

1
1
1

658,452
744,205
721,875

1,453,650
458,391

4,036,576
17,479,456

381,451,740

88,800
6,466,344

280,000
1,848,550
8,683,694
6,848,404
6,848,404

386,500
386,500
252,064
181,000
330,000
946,198
553,000
458,379
700,000

3,420,641
19,339,239

0
19,339,239

362,112,501

  2023 6 30
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